
入金（保険者支援分） 1,208 1,208 1,082 126

差引一般財源 △114,248 33,263 △107,989 141,252

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２７年度  国民健康保険特別会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 保険給付費 1. 一般被保険者療養費

1. 療養諸費

3. 一般被保険者療養費 健康保険課

（佐倉市）　　

-

平成23年度 -

経常 単独 通常 0 0 142,993
平成24年度 -

平成25年度 -

平成26年度 -

平成27年度 -

国庫支出金 県支出金 繰入金 その他

114,248 0 0 0 0 114,248 △114,248

112,924 146,187 25,878 74,248 6,376 6,422 0 33,263

医療費を全額自己負担した時など、一般被保険者に対し ・緊急その他やむをえない理由により、保険給付を受け ・早期に医療給付を受けることができる。

て、申請により審査機関を通ったものに対して、自己負担額を控除した られなかっ

分を後から支給します。 た場合、被保険者が費用を一時支払い事後に保険給付分を現金で支

払う。

前期高齢者交付金

19 146,187 146,187 0 03 01 01 01 01 00 療養給付費等負担金 22,485 23,155 21,857 1,298

03 02 01 01 01 00 普通調整交付金 2,413 2,723 2,450 273

05 01 01 01 01 00 前期高齢者交付金 78,879 74,248 73,650 598

06 02 01 01 01 00 第一号県調整交付金 4,298 6,376 4,392 1,984

09 02 01 01 01 00 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 4,965 5,214 4,558 656

09 02 01 02 01 00 保険基盤安定繰


